
消費者志向経営推進組織の取組

令和4年11月17日 消費者志向経営に関する連絡会

公益社団法人全国消費生活相談員協会
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（公社）全国消費生活相談員協会

について
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■設立

1977年 ｢国民生活センターの消費生活相談員養成講座修了者の会」
として発足、消費者問題の専門家集団

1987年 社団法人全国消費生活相談員協会
（経済企画庁所管、現在消費者庁）

2007年 適格消費者団体 （内閣総理大臣認定）

2012年 公益社団法人全国消費生活相談員協会
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本協会の設立及び会員

■会員
全国の地方公共団体等の消費生活相談窓口に勤務する消費生活相談
員を主な会員としている 約1600名



本協会の目的

●消費者の権利の確立及び消費者の自立支援を推進し、消費
者の利益の擁護及び増進に努める

●消費生活に関する相談に係る情報や消費生活に関する情報
を収集・提供し、さらに消費者被害の発生及び拡大の防止、
及び、被害救済のための活動を行う

●消費生活の安定・向上に寄与する
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■事務所
本部事務所 東京都中央区
関西事務所 大阪市
北海道事務所 札幌市
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活動の場（事務所等）

■全国に７支部

北海道・東北・関東・

北陸・中部・関西・九州

北陸支部

北海道支部

東北支部

関東支部

中部支部

関西支部

九州支部



• 全国３か所の事務所で「週末電話相談」を開設

• 必要に応じて「電話相談１１０番」を実施

• 適格消費者団体として、事業者の不当勧誘、不当表示、不当条項等
に対して差止請求や改善要望

• 消費生活相談員のレベルアップのための各種研修

• 「消費者問題出前講座」の実施

• 消費者教育教材作成、消費者教育人材育成等

• 行政機関からの委託による消費生活相談・啓発活動

• 各省庁、業界団体、事業者等との意見交換、また、各種委員会等に
おいて消費者の声を伝える消費者委員としての活動
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主な活動
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各種冊子等の作成（一般向け）

「こんな相談ありました！！」
「週末電話相談報告書」及び 主な相談

事例をまとめた冊子を毎年発行

「18歳で成人になるって

どんなこと？」

成年年齢引下げ目前の2021年、若年者への

法教育、消費者教育のための冊子を発行

週末電話相談等による実際
の事例を基に作成
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消費者教育と消費者教育研究所

2017年 消費者教育研究所設立
目的：消費生活相談現場に立脚した消費者教育を推進

設立以来、全国で消費者教育・啓発出前講座を展開

100冊以上の冊子リーフレット、ＤＶＤを作成
高齢者・高齢者の周囲の方々、障がい者・障がい者の周囲の
方々、幼児から大学生、市民講師等へ実施。
受講者総数は８２万５千人

2015年～ 新たに、本協会自主事業の出前講座を展開

対象：高齢者、若者、見守り関係者。全国どこへでも無料で実施



最近の消費者教育・啓発教材

中学生向け冊子

小学生向け
リーフレット

若者向け
リーフレット

中学生向け
ワークシート

シニア向け
リーフレット
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消費者志向経営に向けた活動

～賛助会員として参加する企業の方々との交流～

10



交流会、意見交換等を通じて相互理解を深め、
よりよい社会の構築を目指しています。

（賛助会員:行政、業界団体、企業、個人。うち企業関連は約80団体）

シンポジウム・交流会の開催

公開シンポジウム（11月実施）
暮らしの変化と広告表示 ～デジタル時代に消費者はどう対応すべきか～

関東支部交流会（10月実施）
「若者のインターネット利用について、その思考や判断への影響、現在のトレンド」

東北支部交流会（7月実施）
「美しさの心理学〜外見の美・ふるまいの美」
懇 談 会「相談現場の今！！若者と高齢者の消費者問題」

北陸支部交流会（11月実施）
「異業種のDXと消費生活」

中部支部交流会（10月実施）
「最近のウクライナ情勢を踏まえた世界のエネルギー事情から電気料金高騰の背景など、
消費者が知っておきたいこと」

最近の実績
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学習会・研修等の開催

本協会

事業者
団体

個社

●消費生活セン
ターについて

●消費生活相談
について

（週末電話相談）
●お客様対応の
取組について

●関連法規や
制度・仕組み
について

12



賛助会員様の

消費者志向経

営の取組など

をご紹介いた

だいています。

（各号２団体）

「おじゃまします」

機関紙にて消費者志向経営の取組等を紹介

奇数月発行。全国の消費生活センター等の消費者
行政担当部署、消費者関連団体、賛助会員、会員
等に、広く配布
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企業向け消費者教育

新入社員向け研修、
中堅社員向け研修等
の出前講座を実施

課題
・企業内における消費者
教育に係る時間の確保

・コロナ禍
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消費者

デジタ
ル化
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企業

行政

高齢化

コロナ禍

グロー
バル化

Goal︓安全安⼼な社会

課題︓社会経済情勢の変化と多様
な消費者への対応

全相協

消費者庁イラスト集より



公益社団法人全国消費生活相談員協会は
これからも、
企業の方々と連携を図り、
安全安心な暮らしの実現を目指し、
消費者被害の未然防止と救済を図ってまいります。

ご清聴ありがとうございました。
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